
資料１
地震対策等専門部会の設置について

１ 部会設置の目的

宮城県第五次地震被害想定調査に係る調査方法・評価等に関する専門的事項の指導・助

言を受けるため，宮城県防災会議の下部組織として，学識経験者及びライフライン等関係

機関の職員で構成する「地震対策等専門部会」を設置する。

※ 宮城県第五次地震被害想定調査では，地形情報や地質情報などを基に地震動，津波を想定し，

その結果と社会条件等から，人的被害，建物被害，経済被害等を算出する。さらに，計算結果

を基に災害シナリオや，各種震災対策を講じることによる減災効果の推計を行う。

【部会設置根拠】

・宮城県防災会議条例第４条第１項

防災会議は，その定めるところにより，部会を置くことができる。

・宮城県防災会議規程第６条第１項

防災会議に置く部会の名称，数及び構成については，会長が防災会議にはかって定める。

２ 部会の構成等

（１）防災会議委員（１人）

（２）防災会議専門委員

①学識経験者（８人程度）

学術分野：地震学，地震地質学，津波工学，地盤工学，構造工学，地震工学，

地域計画など

②ライフライン等関係機関及び行政機関の職員（１０人程度）

関係分野：電力，水道，ガス，通信，鉄道，気象台など

３ 部会の開催計画案

宮城県第五次地震被害想定調査の実施期間である令和３年度から令和５年度にかけて部

会を開催し，検討項目について委員に検討いただき，専門的事項の指導・助言を受けるも

の。

開催予定 名 称 検討項目

令和３年度
第１回地震対策等専門部会 基本方針の決定等

第２回地震対策等専門部会 専門的意見の聴取

第３回地震対策等専門部会 地震動津波シミュレーション等の進捗報告

第４回地震対策等専門部会 津波シミュレーション等の進捗報告，被害予測

令和４年度 の進捗報告

第５回地震対策等専門部会 被害予測結果報告，災害シナリオ，地震防災対

策課題の検討

第６回地震対策等専門部会 報告書案の検討

令和５年度 (県防災会議幹事会) (地域防災計画(案)の検討)

(県防災会議) (地域防災計画の審議，承認等)
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宮城県防災会議地震対策等専門部会設置要綱

（設置）

第１ 第五次地震被害想定調査（以下「調査」という。）に係る調査方法・評価等に関する専

門的な事項の指導・助言を受け，もって円滑な調査を実施するため，宮城県防災会議に地震

対策等専門部会（以下「部会」という。）を設置する。

（検討事項）

第２ 部会は，調査に関する次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 想定地震に関すること

(2) 調査事項に関すること

(3) 調査手法に関すること

(4) 想定被害の程度に関すること

(5) その他調査に関し必要な事項に関すること

（組織等）

第３ 部会は，宮城県防災会議委員若干名及び専門委員をもって組織する。

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は，会長が指名する。

３ 部会に部会長を置き，会長が指名する委員がこれに当たる。

４ 部会長は，会務を総理し，部会を代表する。

５ 部会長を補佐し，部会長に事故あるときはその職務を代理するため，副部会長を置く。副

部会長は，部会長が指名する。

（会議）

第４ 部会の会議は，部会長が招集する。

２ 部会長は，必要に応じ，部会の会議に部会委員以外の者の出席を求めることができる。

（幹事会）

第５ 第２に規定する事項で緊急又はより具体の内容を検討するため，部会幹事会（以下「幹

事会」という。）を設置することができる。

２ 幹事会は，専門委員のうち，部会長が指名する者をもって構成する。

３ 幹事会の会議は，部会長が必要に応じて招集する。

（委任）

第６ この要綱に定めるもののほか，部会の運営に関し必要な事項は，部会長が別に定める。

附 則

１ この要綱は，令和３年６月１日から施行する。

２ この要綱は，調査完了の日限り，その効力を失う。



宮城県防災会議地震対策等専門部会委員名簿
任期：令和３年７月28日～令和６年３月31日

（各区分毎に五十音順で記載。敬称省略。）

No 氏　名 所　属　・　役　職 備　考

1 今村
イマムラ

　文彦
フミヒコ

東北大学災害科学国際研究所　所長 津波工学

2 運上
ウンジョウ

　茂樹
シゲキ

東北大学大学院工学研究科　教授 構造工学

3 風間
カザマ

　基樹
モトキ

東北大学大学院工学研究科　教授 地盤工学

4 遠田
トオダ

　晋次
シンジ

東北大学災害科学国際研究所　教授 地震地質学

5 長谷川
ハセガワ

　昭
アキラ

東北大学名誉教授 地震学

6 増田
マスダ

　聡
サトル

東北大学大学院経済学研究科　教授 地域計画

7 松澤
マツザワ

　暢
トオル

東北大学大学院理学研究科　教授 地震学

8 源栄
モトサカ

　正人
マサト

東北大学名誉教授 地震工学

9 大友
オオトモ

　辰男
タツオ 仙台市ガス局

製造供給部長
ガス

10 小野寺
オノデラ

　瑞穂
ミズホ 宮城県環境生活部

副部長（技術担当）兼食と暮らしの安全推進課長
水道

11 菊池
キクチ

　勝元
カツモト 東北電力ネットワーク（株）宮城支社

副支社長
電力

12 佐藤
サトウ

　勇悦
ユウエツ 東日本電信電話（株）宮城事業部

災害対策室長
通信

13 田代
タシロ

　浩次
コウジ 宮城県企業局

水道経営課長
水道
下水道

14 中嶋
ナカジマ

　吉則
ヨシノリ 宮城県土木部

都市計画課長
下水道

15 藤井
フジイ

　玄
ゲン 東日本旅客鉄道（株）仙台支社

総務部安全企画室長
鉄道

16 岡本
オカモト

　顕
アキラ 第二管区海上保安本部

海洋情報部長
国の機関

17 髙濱
タカハマ

　聡
サトシ 仙台管区気象台

気象防災部　地震情報官
国の機関

18 平山
ヒラヤマ

　孝信
タカノブ 東北地方整備局

防災対策技術分析官
国の機関

19 佐藤
サトウ

　達哉
タツヤ

宮城県復興・危機管理部長

●専門委員（学識経験者）　【８人】

●専門委員（ライフライン等関係機関）　【７人】

●専門委員（国の機関）　【３人】

●防災会議委員　【１人】



                                            

地震対策等専門部会への検討依頼事項 

 

 地震対策等専門部会は，下記事項について検討を行い，宮城県防災会議へ初年度報告，

中間報告及び最終報告を行う。 

 

 

想定される地震動の強さや津波を可能な限り正確に評価するため，国が採用している最新

の手法などを踏まえつつ，専門的な見地からの検討過程の確認を行い，必要に応じてデー

タ・分析の追加，修正を行う。 

●地震動の強さ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・震源モデル，地盤の評価，シミュレーション手法 

●津波・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・震源モデル，浸水域予測，シミュレーション手法 

 

 

想定地震及び津波の被害想定について，社会情勢の変化などを踏まえつつ，専門的見地

からの確認を行い，必要に応じてデータ・分析の追加，修正を行う。 

●県民の住居環境への影響評価・・・・・・・・建築物などの被害想定 

●県民の地震後の生活への影響評価・・・・ライフライン施設（電気，水道など）の被害想定 

●地震後の対応への影響の評価・・・・・・・・社会基盤施設（道路など）の被害想定 

●その他の影響評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・造成地，斜面，液状化災害などの被害想定 

 

 

算出された被害予測に基づき，国の「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワー

キンググループ」の動向等を踏まえつつ，宮城県における減災目標（地域目標）について専門

的な見地から検討を行う。 

●人的被害，経済被害の算出 

●宮城県における減災目標（地域目標）の検討 

③減災評価について（人的被害・経済被害） 

② 想定地震及び津波の影響評価について 

① 科学的な地震動の強さ及び津波の評価について 
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○宮城県防災会議条例 

昭和三十七年十月十八日 

宮城県条例第二十五号 

改正 平成二四年一〇月一八日条例第六四号 

宮城県防災会議条例をここに公布する。 

宮城県防災会議条例 

（趣旨） 

第一条 この条例は、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第十五条第八項

の規定に基づき、宮城県防災会議（以下「防災会議」という。）の組織及び運営に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（委員及び専門委員） 

第二条 知事の部内の職員のうちから指名される委員、市町村長及び消防機関の長のうちか

ら任命される委員、指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命さ

れる委員並びに自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから任命される

委員の定数は、四十人以内とする。 

２ 市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員、指定公共機関又は指定地方公共

機関の役員又は職員のうちから任命される委員並びに自主防災組織を構成する者又は学

識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、退任するものとする。 

（平二四条例六四・一部改正） 

（幹事） 

第三条 防災会議に、幹事を置く。 

２ 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。 

３ 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。 

（部会） 

第四条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理するものとする。 

５ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部

（参考資料１）
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会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。 

（委任） 

第五条 この条例に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会

議にはかつて定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二四年条例第六四号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（新たに任命される委員の任期の特例） 

２ この条例の施行の日から平成二十六年五月三十一日までの間に任命される宮城県防災

会議の委員の任期は、改正後の宮城県防災会議条例第二条第二項の規定にかかわらず、同

日までとする。 

 



 

宮 城 県 防 災 会 議 規 程 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、宮城県防災会議条例（昭和３７年宮城県条例第２５号。以下「条例」という。）第５条の規

定に基づき、条例に定めるもののほか、宮城県防災会議（以下「防災会議」という。）の運営に関し必要な事項

を定めるものとする。 

 

（会議の招集等） 

第２条 防災会議の招集は、会長が会議開催の５日前までに開催日時、開催場所及び議事事項を示して、委員に

通知して行うものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。 

２ 防災会議の議長は、会長が務める。 

３ 委員は、病気その他の理由により会議に出席できないときはあらかじめ会長に届け出なければならない。こ

の場合において、委員は、その代理者を出席させることができる。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、会長が必要と認めるときは、書面により開催することができる。 

 

（会長の職務代理） 

第３条 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第１５条第４項の規程による「あらかじめその指名する

委員」は、副知事の担当事務に関する規程（平成１８年宮城県訓令甲第２２号）において，総務企画一般に関

することを担当事務とすると定める副知事の職にある委員とする。 

２ 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、前項に定める委員が議長の職務を代理する。 

 

（定足数） 

第４条 会議は、委員現在数の半数を超える委員（代理者を含む。）の出席がなければ開くことができない。  

２ 会議の議事は出席委員（代理者を含む。）の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

３ 前２項の規定は、書面による開催の場合に準用する。 

 

（会議録） 

第５条 防災会議に関する次の事項は、会議録に記載しなければならない。 

(1) 開催の日時及び場所 

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名 

(3) 説明等のため出席した者の氏名 

(4) 諸報告の大要 

(5) 議事の大要 

(6) その他会議において必要と認める事項 

 

（部 会） 

第６条 防災会議に置く部会の名称、数及び構成については、会長が防災会議にはかって定める。 

２ 部会の招集は部会長が、会長の承認を得て第２条第１項の例に準じて当該部会に属する委員に通知して行う

ものとする。 

３ 第２条第３項の規定は、病気その他の理由により部会に出席することができない委員について準用する。 

 

（参考資料２）
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第７条 部会の運営については、前条に定めるもののほか、防災会議の例に準じるものとする。 

２ 会長は、部会において調査審議すべき事項と決定したものについては、すみやかに関係部会に付議するもの

とする。 

３ 関係部会は、前項の規定により付議された事項の調査審議を終わったときは、すみやかに報告書に議事録を

添え会長に提出するものとする。 

４ 部会長は、調査審議のため必要があるときは、会長の承認を得て、部会に属さない委員及び専門委員の出席

を求めることができる。 

 

（幹事会議） 

第８条 会長は、防災会議の運営について必要があるときは、会長又はその代理者を議長として幹事会議を開催

することができる。 

２ 部会長は、部会の運営について必要があるときは、会長の承認を得て部会長又はその代理者を議長として関

係の幹事会議を開催することができる。 

３ 幹事会議の運営については防災会議の例に準じるものとする。 

 

（専決処分） 

第９条 会長は、防災会議に属する事務のうち、次の各号に掲げるものついては、専決処分することができる。 

(1) 災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。 

(2) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡

調整を図ること。 

(3) 非常災害に際し、緊急措置に関する計画を作成し、かつ、その実施を推進すること。 

(4) 関係機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。 

(5) 市町村防災会議に対し、緊急を要する必要な勧告又は指示をすること。 

(6) 宮城県災害対策本部の設置について、知事に意見を具申すること。 

(7) 市町村地域防災計画の作成又は修正について、知事に意見を具申すること。 

(8) 指定地域市町村防災計画の作成又は修正について、知事に意見を具申すること。 

(9) その他軽易な事項。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の防災会議に報告しなければならない。 

 

（委 任） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し、必要な事項は会長が別に定める。 

 

附  則 

この規程は、昭和３７年１２月３日から施行する。 

附  則 

この規程は、昭和５０年３月２０日から施行する。 

附  則 

この規程は、昭和５９年２月１４日から施行する。 

附  則 

この規程は、平成１６年３月２７日から施行する。 

 



 

附  則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 附  則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 附  則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 




